別記様式第１号（第４条第２項関係）
広島大学サタケメモリアルホール予約申込書
平成　　年　　月　　日
　広島大学サタケメモリアルホール館長　殿
　　下記のとおり広島大学サタケメモリアルホールを利用したいので申し込みます。
　なお，利用にあたっては，広島大学サタケメモリアルホール利用の諸規則及び利用上の注意事項を遵守します。
記
	 利用目的又は
 行事等の名称
	

	 利用日時
	 自　平成　　年　　月　　日（　　）　　　　時　　　　　分から
 至　平成　　年　　月　　日（　　）　　　　時　　　　　分まで

	 利用施設等
	 別紙のとおり

	 利用予定人員
	              人

	開始終了時間
	 （開始）　　月　　日（　　）　　　時 　　 分

 （終了）　　月　　日（　　）　　　時　　　分
	(空調の使用の有無)

     有　・　無



	申請者
	 所属又は団体名
 住所　 eq \o\ac(○,〒)
 職・氏名　　　　　　　　印　ＴＥＬ（　　　）　　－     （内線　　　）

	利用責任者
	所属又は団体名
 住所　 eq \o\ac(○,〒)
 職・氏名　　　　　　　　印　ＴＥＬ（　　　）　　－     （内線　　　）


＊利用時間には，準備及び後片付け等の時間を含みます。

＊この申込書は，予約申込書ですから，利用日の１月前までに必ず利用申込書を提出して下さい。

【以下は申請者は記入しないで下さい。】
上記のとおり利用申込みがありましたので予約を内諾してよろしいか伺います。
 決裁日　平成　　年　　月　　日
	
	 
	グループリーダー
	専　門　員
	主　査
	担 当 者

	
	
	
	
	
	


	
	　利　用　料　金　区　分

	　 □
	　本学教職員利用料金区分とする。

	　 □
	　本学教職員（学会）利用料金区分とする。

	　 □
	　本学学生団体利用料金区分とする。

	   □
	　上記以外の者（生協等）


【休館日及び開館時間等】

１．休館日：１２月２８日～翌年１月４日

　　　　　　大学入試センター試験・一般選抜実施日

２．開館時間：午前８時３０分～午後１０時

３．ホール又は楽屋を利用できる期間：原則として連続１週間以内

【利用手続】

１．利用の予約は，原則として利用する日の１年前から可能です。

２．予約しようとする者は，「予約申込書」を館長に提出し，予約の内諾を得て下さい。

３．メモリアルホールの利用に支障がないと認めた場合は，１０日以内に予約の内諾を行います。

４．予約した者（以下「予約者」という。）は，原則として利用日の１月前までに「利用申込書」を館長に提出し，「利用許可書」の交付を受けて下さい。

５．予約者は，利用日又は利用期間等の変更の場合は，速やかにその旨を館長に申し出て下さい。

【注意事項】

１．本学において緊急に使用する必要が生じた場合等は，予約者と協議の上，予約を変更又は取消してもらうことがあります。又，これにより生じた予約者の損害については，本学は補償の責を負いません。
　　２．メモリアルホールを利用するに当たり，授業期は，駐車場の利用は不可能であるので注意して下さい。

別記様式第2号(第4条第5項関係)

広島大学サタケメモリアルホール利用申込書

平成　　年　　月　　日
　広島大学サタケメモリアルホール館長　殿

　　下記のとおり広島大学サタケメモリアルホールを利用したいので申し込みます。
　　なお，利用にあたっては，広島大学サタケメモリアルホール利用の諸規則及び利用上の注意事項を遵守します。
記
	利用目的又は
行事等の名称
	

	利用日時
	自　平成　　年　　月　　日（　　）　　　　時　　　　　分　から
至　平成　　年　　月　　日（　　）　　　　時　　　　　分　まで

	利用施設等
	 別紙のとおり

	利用予定人員
	              人

	開始終了時間
	（開始）　　　月　　日（　　）　　時　　　分
（終了）　　　月　　日（　　）　　時　　　分
	(空調の使用の有無)

有　・　無

（　　時～　　時）（　　時間）

	申請者
	 所属又は団体名
 住所　 eq \o\ac(○,〒)
 職・氏名　　　　　　　　印　ＴＥＬ（　　　）　　－     （内線　　　）

	利用責任者
	 所属又は団体名
 住所　 eq \o\ac(○,〒)
 職・氏名　　　　　　　　印　ＴＥＬ（　　　）　　－     （内線　　　）


· 利用時間には，準備及び後片付け等の時間を含みます。　

【以下は申請者は記入しないで下さい。】

上記のとおり利用申込みがありましたので許可してよろしいか伺います。

                                            決裁日　平成　　年　　月　　日

	グループリーダー
	専門員
	主　査
	担当者

	
	
	
	


	
	支　出　科　目
	
	
	利　用　料　金　区　分

	□
	　予算科目　　　（　　　　　）

　予算科目コ－ド（　　　　　）
	
	□
	本学職員利用料金区分とする。

	□
	　経理単位　　　（　　　　　）

　経理単位コ－ド（　　　　　）
	
	□
	本学職員（学会）利用料金区分

とする。

	□
	　私　　費

　
	
	□
	本学学生団体利用料金区分とする。

	□
	上記以外の者（ 生協等 ）


利用上の注意事項
１．利用者は，広島大学サタケメモリアルホール（以下「メモリアルホール」という。）を利用する場合は，利用許可書を本学担当者に提示し，担当者の指示に従って下さい。
２．利用者は，次の各号に掲げる事項を遵守して下さい。
　（１）許可された目的以外の用途に利用しないこと。
　（２）利用を許可された者以外の者に，その全部又は一部を転貸しないこと。
　（３）備品の移動は無断で行わないこと。
（４）備品を利用した場合は，原状に復すること。

　（５）その他館長が必要と認めた事項

３．利用料金を納付後，利用を取り消した場合は既納の利用料金のうち，施設使用料相当額については返還しません。ただし，光熱水料等相当額については返還します。
４．次の各号のいずれかに該当する場合は，利用を取り消し，停止又は変更してもらうことがあります。又，これにより生じた利用者の損害については，本学は補償の責を負いません。
　（１）利用者が２．に掲げる事項を遵守しなかった場合
　（２）本学において緊急に使用する必要が生じた場合
　（３）利用料金を納付期限までに納付しない場合
　（４）公益を害し，又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合
　（５）前各号のほかメモリアルホールの管理上支障があると認めた場合
５．利用者は，メモリアルホールの利用中に生じた一切の事故についてその責を負うこととなります。
６．利用者は，メモリアルホールを利用するに当たり，授業期は，駐車場の利用は不可能であるので注意して下さい。

７．利用者が，メモリアルホールの施設又は物品を破損又は紛失した場合は，本学担当者の指示により速やかに修復し，又は損害を弁償してもらうこととなります。
８．利用後は，原状に復し本学担当者に届け出て確認を受けて下さい。

